
工事名

工事場所

工事概要

契約年月日

契約金額

工　　期

根拠規定

3,630,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　本工事は、図書館正面玄関自動回転扉の駆動モーター及びUPSバッテ
リーを更新する工事であります。
　既設自動回転扉の工事であり、設置業者でなければ更新工事を行うこと
が困難であるため、当該自動回転扉の設置業者であり毎年定期保守点検
を行っている下記業者との随意契約とする。

契約相手方
の選定理由

令和7年4月17日　から　令和7年8月29日　まで

契約相手方
の商号・住所

随　意　契　約　結　果　表

図書館整備工事（回転扉部分更新工事）

稚内市 大黒4丁目　地内

図書館正面玄関自動ドアの駆動モーター及びUPSバッテリー更新工事一
式

令和7年4月16日

ナブコシステム株式会社旭川営業所

旭川市東5条6丁目2番13号


